
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2025.2.28】 

第78条の2（電気装置） 

 

－1－ 

 （電気装置） 

第78条の2 特定小型原動機付自転車にあっては、当分の間、保安基準第66条の15第1項並

びに細目告示第298条第1項、第311条第1項及び第2項並びに第324条第1項の規定は適用

しなくてもよい。 

 


